
第  号議案

神戸市民の住環境等をまもりそだてる条例の一部を改正する条例の件

神戸市民の住環境等をまもりそだてる条例の一部を改正する条例を次のように

制定する。 

令和５年５月12日提出

神戸市長 久   元   喜   造

神戸市民の住環境等をまもりそだてる条例の一部を改正する条例

神戸市民の住環境等をまもりそだてる条例（平成６年３月条例第51号）の一部

を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及び

第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線又は

太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）につ

いては、次のとおりとする。 

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改正

部分を当該改正後部分に改める。

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

目次 目次

第１章～第２章 ［略］ 第１章～第２章 ［略］

第３章 建築物の用途、敷地及び構

造に関する制限等

第３章 建築物の用途、敷地及び構

造に関する制限等

第１節 ［略］ 第１節 ［略］ 

第２節 特別用途地区内における

建築物の建築の制限（第

18条－第19条の３）  

第２節 特別用途地区内における

建築物の建築の制限（第

18条－第19条）  

第３節 斜面地建築物の構造の制

限（第19条の４）  

第３節 斜面地建築物の構造の制

限（第19条の２）  

35
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第４節 延べ面積に算入しない地

階の部分に係る地盤面の

指定（第19条の５）  

第４節 延べ面積に算入しない地

階の部分に係る地盤面の

指定（第19条の３） 

第４節～第６節 ［略］  第４節～第６節 ［略］  

第４章～第８章 ［略］  第４章～第８章 ［略］  

附則  附則  

（標識の設置） （標識の設置） 

第 10条  ［略］  第 10条  ［略］  

２  ［略］  ２  ［略］ 

３  標識の設置は、第12条第１項に規

定する届出を行う前にし、かつ、当

該指定建築物に関する工事が完了す

る時までしなければならない。 

３  標識の設置は、第12条第１項に規

定する届出を行う前にし、かつ、当

該指定建築物に関する工事を施工す

る時までしなければならない。  

（ 既 存 の 建 築 物 に 対 す る 制 限 の 緩

和） 

（ 既 存 の 建 築 物 に 対 す る 制 限 の 緩

和） 

第 18条の２  法第３条第２項の規定に

より前条第１項の規定の適用を受け

ない建築物について、次に掲げる範

囲内において増築又は改築をする場

合においては、法第３条第３項第３

号及び第４号の規定にかかわらず、

前条第１項の規定は、適用しない。 

第 18条の２  法第３条第２項の規定に

より前条第１項の規定の適用を受け

ない建築物について、次に掲げる範

囲内において増築又は改築をする場

合においては、法第３条第３項第３

号及び第４号の規定にかかわらず、

前条第１項の規定は、適用しない。 

(1) 増築又は改築は、基準時（法第

３条第２項の規定により前条第１

項の規定の適用を受けない建築物

について、法第３条第２項の規定

により引き続き前条第１項の規定

（当該規定が改正された場合にお

(1) 増築又は改築は、基準時（法第

３条第２項の規定により前条第１

項の規定の適用を受けない建築物

について、法第３条第２項の規定

により引き続き前条第１項の規定

（当該規定が改正された場合にお
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いては改正前の規定を含む。）の

適 用 を 受 け な い 期 間 の 始 期 を い

う。以下この条において同じ。）

における敷地内におけるものであ

り、かつ、増築又は改築後におけ

る延べ面積（同一敷地内に２以上

の建築物がある場合においては、

そ の 延 べ 面 積 の 合 計 。 以 下 同

じ。）及び建築面積（同一敷地内

に２以上の建築物がある場合にお

いては、その建築面積の合計。以

下同じ。）は、基準時における敷

地面積に対して、それぞれ、法第

52条第１項、第２項及び第７項並

びに法第 53条の規定に適合するこ

と。 

いては改正前の規定を含む。）の

適 用 を 受 け な い 期 間 の 始 期 を い

う。以下この条及び第 18条の５に

おいて同じ。）における敷地内に

おけるものであり、かつ、増築又

は改築後における延べ面積（同一

敷地内に２以上の建築物がある場

合においては、その延べ面積の合

計 。 以 下 同 じ 。 ） 及 び 建 築 面 積

（同一敷地内に２以上の建築物が

ある場合においては、その建築面

積の合計。以下同じ。）は、基準

時における敷地面積に対して、そ

れぞれ、法第 52条第１項、第２項

及び第７項並びに法第 53条の規定

に適合すること。 

(2)～ (4) ［略］  (2)～ (4) ［略］  

２  ［略］  ２  ［略］ 

（ 都 心 機 能 誘 導 地 区 内 の 建 築 の 制

限） 

（ 都 心 機 能 誘 導 地 区 内 の 建 築 の 制

限） 

第 18条の５ ［略］  第 18条の５ ［略］  

２、３ ［略］  ２、３ ［略］  

４  法第３条第２項の規定により第１

項又は第２項の規定の適用を受けな

い建築物が存する敷地において、基

準時（法第３条第２項の規定により

第１項及び第２項の規定の適用を受

けない建築物について、法第３条第

４  法第３条第２項の規定により第１

項又は第２項の規定の適用を受けな

い建築物が存する敷地において、基

準時に存する建築物を除却し、その

敷地に建築物を新築する場合で、住

宅等の用途に供する部分の床面積の
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２項の規定により引き続き第１項及

び第２項の規定（当該規定が改正さ

れた場合においては改正前の規定を

含む。）の適用を受けない期間の始

期 を い う 。 以 下 こ の 項 に お い て 同

じ。）に存する建築物を除却し、そ

の敷地に建築物を新築する場合で、

住宅等の用途に供する部分の床面積

の合計が基準時より増加しないもの

については、第１項及び第２項の規

定は適用しない。  

合計が基準時より増加しないものに

ついては、第１項及び第２項の規定

は適用しない。 

５、６ ［略］  ５、６ ［略］  

（すまい・まちなみ形成地区内の建

築の制限） 

 

第 18条の６  すまい・まちなみ形成地

区内においては、次に掲げる建築物

以外の建築物は、建築してはならな

い。ただし、市長が公益上必要な建

築物で用途上やむを得ないと認めて

許 可 し た 場 合 は 、 こ の 限 り で は な

い。 

(1) 法別表第２(い )項第１号から第

３号までに掲げる建築物（寄宿舎

及び下宿を除く。）であって、か

つ、住戸の数が１又は２のもの 

(2) 延べ面積の過半を前号の用途に

供し、かつ、法別表第２ (い )項第

４号から第９号までに掲げる用途
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に供する部分を併設する建築物  

(3) 延べ面積の過半を第１号の用途

に供し、かつ、法別表第２ (ろ )項

第２号に掲げる用途に供する部分

を併設する建築物（第二種低層住

居専用地域内に限る。） 

(4) 前３号に掲げる建築物に附属す

る も の （ 令 第 13 0条 の ５ 各 号 に 掲

げるものを除く。） 

(5)  前各号に掲げる建築物以外の建

築物で、容積率が 10分の８以下で

あ り 、 か つ 、 建 蔽 率 が 1 0分 の ４

（法第 53条第３項第２号に該当す

る建築物にあっては、 10分の５、

法第 53条第６項第２号及び第３号

に掲げる建築物にあっては、 10分

の 10）以下であるもの 

２  建築物の一部を前項第１号から第

４号までに掲げる建築物以外の建築

物の用途に供するものについては、

その建築物の全部を同項第１号から

第４号までに掲げる建築物以外の建

築物とみなして、同項第５号の規定

を適用する。 

 

３  第 18条第２項の規定は、第１項の

規定による許可について準用する。 

 

第 18条の７  前条第１項第１号から第

４号までの建築物の外壁又はこれに

 

（　80　）



代 わ る 柱 （ 以 下 「 外 壁 等 」 と い

う。）の面から敷地境界線までの距

離は、次の各号いずれかに該当する

場合を除き、１メートル以上でなけ

ればならない。 

(1) 容積率が10分の８以下であり、

かつ、建蔽率が10分の４（法第53

条第３項第２号に該当する建築物

にあっては、 10分の５）以下であ

るもの 

(2) 令第 135条 の 22各号に 掲げ るも

の 

（すまい・まちなみ形成地区内の既

存の建築物に対する制限の緩和） 

 

第 18条の８  法第３条第２項の規定に

より第 18条の６第１項又は前条の規

定 の 適 用 を 受 け な い 建 築 物 に つ い

て、法第 86条の７第１項の規定によ

り 令 第 137条 の ８ で 定 め る 範 囲 内 に

おいて増築又は改築をする場合にお

いては、法第３条第３項第３号及び

第４号の規定にかかわらず、第 18条

の６第１項又は前条の規定は、適用

し な い 。 こ の 場 合 に お い て 、 令 第

137 条 の ８ 第 ２ 号 の 規 定 に つ い て

は、同号中「基準時」とあるのは、

「基準時（法第３条第２項の規定に

より神戸市民の住環境等をまもりそ
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だてる条例第 18条の６第１項又は第

18条の７の規定の適用を受けない建

築物について、法第３条第２項の規

定により引き続き同条例第 18条の６

第１項又は第 18条の７の規定（それ

らの規定が改正された場合において

は改正前の規定を含む。）の適用を

受けない期間の始期をいう。）」と

読み替えるものとする。 

２  第 18条の２第２項の規定は、法第

３条第２項の規定により第 18条の６

第１項又は第 18条の７の規定の適用

を 受 け な い 建 築 物 に つ い て 準 用 す

る。この場合において、第 18条の２

第２項中「前条第１項」とあるのは

「 第 18条 の ６ 第 １ 項 又 は 第 18条 の

７」と読み替えるものとする。 

 

（容積率の算定方法）  

第 19条  第 18条の５第２項、第18条の

６第１項第５号及び第 18条の７第１

号に規定する容積率の算定の基礎と

なる延べ面積は、法第 52条第１項に

規定する建築物の容積率の算定の基

礎となる延べ面積の例により算定す

る。 

 

（建築物の敷地が特別用途地区の内

外にわたる場合の措置） 

（建築物の敷地が特別用途地区の内

外にわたる場合の措置） 

第 19条の２  建築物の敷地が特別用途 第 19条  建築物の敷地が特別用途地区
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地区の内外にわたる場合における第

18条、第 18条の３及び第 18条の５か

ら第 18条の８までの規定の適用につ

いては、その敷地の過半が特別用途

地区に属するときには、当該建築物

又はその敷地の全部について、これ

らの規定を適用し、その敷地の過半

が特別用途地区の外に属するときに

は、当該建築物又はその敷地の全部

について、これらの規定を適用しな

い。 

の 内 外 に わ た る 場 合 に お け る 第 18

条、第 18条の３及び第 18条の５の規

定の適用については、その敷地の過

半 が 特 別 用 途 地 区 に 属 す る と き に

は、当該建築物又はその敷地の全部

について、これらの規定を適用し、

その敷地の過半が特別用途地区の外

に属するときには、当該建築物又は

その敷地の全部について、これらの

規定を適用しない。 

２  建築物の敷地が特別用途地区の内

外にわたり、かつ、その敷地の過半

が特別用途地区に属する場合におい

ては、第 18条の６第１項第５号に規

定する建築物に代えて、次のいずれ

にも該当する建築物を建築すること

ができる。 

(1) 第 18条の６第１項第１号から第

４号までに掲げる建築物以外の建

築物 

(2) 当該建築物の容積率が10分の８

にその敷地の適用区域内にある部

分の面積の敷地面積に対する割合

を乗じて得たものとその敷地の適

用区域外にある部分の容積率の限

度に当該部分の面積の敷地面積に

対する割合を乗じて得たものの合
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計以下であるもの 

(3) 当該建築物の建蔽率が10分の４

（法第 53条第３項第２号に該当す

る建築物にあっては、 10分の５、

法第 53条第６項第２号及び第３号

に掲げる建築物にあっては、 10分

の 10）にその敷地の適用区域内に

ある部分の面積の敷地面積に対す

る割合を乗じて得たものとその敷

地の適用区域外にある部分の建蔽

率の限度に当該部分の面積の敷地

面積に対する割合を乗じて得たも

のの合計以下であるもの 

３  第 18条の６第２項の規定は、前項

の場合に準用する。 

 

（許可による特例）  

第 19条の３  法第 52条第 14項第３号に

規定する建築物で、市長が交通上、

安全上、防火上及び衛生上支障がな

い と 認 め て 許 可 し た も の の 容 積 率

は、第 18条の５第２項、第 18条の６

第１項第５号又は第 18条の７第１号

の規定にかかわらず、その許可の範

囲内において、これらの規定による

限度を超えるものとすることができ

る。 

 

２  法第 53条第５項第４号に規定する

建築物で、市長が安全上、防火上及
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び衛生上支障がないと認めて許可し

たものの建蔽率は、第 18条の６第１

項第５号又は第 18条の７第１号の規

定にかかわらず、その許可の範囲内

において、これらの規定による限度

を超えるものとすることができる。 

第３節 ［略］  第３節 ［略］  

第 19条の４ ［略］ 第 19条の２ ［略］  

２、３ ［略］  ２、３ ［略］  

４  第 18条第２項の規定は、前項第３

号から第５号までの規定による許可

について準用する。 

４  第 18条第２項の規定は、前項第２

号から第５号までの規定による許可

について準用する。 

第４節 ［略］  第４節  ［略］  

第 19条の５ ［略］ 第 19条の３ ［略］  

第５節 ［略］  第５節  ［略］  

（日影による中高層の建築物の高さ

の制限） 

（日影による中高層の建築物の高さ

の制限） 

第 20条  日影による中高層の建築物の

高さの制限に係る対象区域として法

第 56条の２第１項の規定により指定

する区域は、法別表第４（い）欄に

掲げる地域又は区域のうち次の表の

左欄に掲げる地域又は区域とし、そ

れぞれの地域又は区域について生じ

させてはならない日影時間として法

別表第４（に）欄の各号のうちから

指定する号（次の表の用途地域の指

定のない区域の項にあっては、法別

第 20条  日影による中高層の建築物の

高さの制限に係る対象区域として法

第 56条の２第１項の規定により指定

する区域は、法別表第４（い）欄に

掲げる地域又は区域のうち次の表の

左欄に掲げる地域又は区域とし、そ

れぞれの地域又は区域について生じ

させてはならない日影時間として法

別表第４（に）欄の各号のうちから

指定する号（次の表の用途地域の指

定のない区域の項にあっては、法別
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表第４（ろ）欄の４の項のイ又はロ

及び同表（に）欄の各号のうちから

指定するもの。以下この項において

「指定する号等」という。）は、次

の表の右欄に掲げるとおりとする。

この場合において、同表第１種中高

層住居専用地域又は第２種中高層住

居専用地域の項、第１種住居地域、

第 ２ 種 住 居 地 域 又 は 準 住 居 地 域 の

項、近隣商業地域の項及び準工業地

域の項に規定する対象区域について

法第56条の２第１項の規定を適用す

るときに係る同項の規定により指定

する平均地盤面からの高さは、４メ

ートルとする。 

表第４（ろ）欄の４の項のイ又はロ

及び同表（に）欄の各号のうちから

指定するもの。以下この項において

「指定する号等」という。）は、次

の表の右欄に掲げるとおりとする。

この場合において、同表第１種中高

層住居専用地域又は第２種中高層住

居専用地域の項、第１種住居地域、

第 ２ 種 住 居 地 域 又 は 準 住 居 地 域 の

項、近隣商業地域の項及び準工業地

域の項に規定する対象区域について

法第 56条の２第１項の規定を適用す

るときに係る同項の規定により指定

する平均地盤面からの高さは、４メ

ートルとする。 

対象地域 指 定 す

る号等  

第 １ 種

低 層 住

居 専 用

地 域 又

は 第 ２

種 低 層

住 居 専

用地域 

［略］  ［略］  

う ち 都 市 計 画

に お い て 容 積

率 が 10 分 の 10

(1) 

対象地域 指 定 す

る号等 

第 １ 種

低 層 住

居 専 用

地 域 又

は 第 ２

種 低 層

住 居 専

用地域 

［略］  ［略］  
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と 定 め ら れ た

地 域 （ す ま

い ・ ま ち な み

形 成 地 区 に 限

る。） 

う ち 都 市 計 画

に お い て 容 積

率 が 10 分 の 10

又 は 10 分 の 15

と 定 め ら れ た

区 域 （ す ま

い ・ ま ち な み

形 成 地 区 を 除

く。） 

［略］  

［略］  ［略］  ［略］  
 

 

 

 

 

 

う ち 都 市 計 画

に お い て 容 積

率 が 10 分 の 10

又 は 10 分 の 15

と 定 め ら れ た

区域 

 

 

 

［略］  

［略］ ［略］  ［略］  
 

２ ［略］  ２  ［略］ 

（建築物の容積率の制限） （建築物の容積率の制限） 

第 23条  ［略］  第 23条  ［略］  

２、３ ［略］  ２、３ ［略］  

４  法第 52条第 14項第３号に規定する

建築物で、市長が交通上、安全上、

防火上及び衛生上支障がないと認め

て許可したものの容積率は、第１項

の規定にかかわらず、その許可の範

囲内において、同項の規定による限

度 を 超 え る も の と す る こ と が で き

る。 

 

５  第 18条第２項の規定は、前項の規  
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定による許可について準用する。 

（建築物の建蔽率の制限） （建築物の建蔽率の制限） 

第 24条  ［略］  第 24条  ［略］  

２  法第 53条第５項第４号に規定する

建築物で、市長が安全上、防火上及

び衛生上支障がないと認めて許可し

たものの建蔽率は、第１項の規定に

かかわらず、その許可の範囲内にお

いて、同項の規定による限度を超え

るものとすることができる。 

 

３  前２項の規定は、次の各号のいず

れかに該当する建築物については、

適用しない。 

２  前項の規定は、次の各号のいずれ

かに該当する建築物については、適

用しない。 

(1)、 (2) ［略］  (1)、 (2) ［略］  

４  第 18条第２項の規定は、第２項及

び前項第２号の規定による許可につ

いて準用する。 

３  第 18条第２項の規定は、前項第２

号の規定による許可について準用す

る。 

（壁面の位置の制限） （壁面の位置の制限） 

第 26条  外壁等又はバルコニーの手す

り壁その他これに類するもの（以下

「 バ ル コ ニ ー の 手 す り 壁 等 」 と い

う。）の面から道路境界線（計画区

域内の道路との境界線に限る。以下

同じ。）、隣地境界線、道路中心線

又は地区境界線（計画区域の内と外

との境界線をいう。以下同じ。）ま

での距離は、それぞれ、別表第２各

号の表 (ア )欄の計画地区の区分に応

第 26条  建築物の外壁若しくはこれに

代 わ る 柱 （ 以 下 「 外 壁 等 」 と い

う。）又はバルコニーの手すり壁そ

の他これに類するもの（以下「バル

コニーの手すり壁等」という。）の

面から道路境界線（計画区域内の道

路 と の 境 界 線 に 限 る 。 以 下 同

じ。）、隣地境界線、道路中心線又

は地区境界線（計画区域の内と外と

の境界線をいう。以下同じ。）まで
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じ当該各号の表（イ）欄（同欄の壁

面 の 位 置 の 制 限 に 係 る 部 分 に 限

る。）に掲げる基準に従わなければ

ならない。 

の距離は、それぞれ、別表第２各号

の表 (ア )欄の計画地区の区分に応じ

当該各号の表（イ）欄（同欄の壁面

の位置の制限に係る部分に限る。）

に掲げる基準に従わなければならな

い。 

２  ［略］  ２  ［略］ 

（建築物の高さの制限） （建築物の高さの制限） 

第 27条  ［略］  第 27条  ［略］  

２～５ ［略］  ２～５ ［略］  

６  再生可能エネルギー源（太陽光、

風力その他非化石エネルギー源のう

ち、エネルギー源として永続的に利

用することができると認められるも

のをいう。）の利用に資する設備の

設置のため必要な屋根に関する工事

その他の屋外に面する建築物の部分

に関する工事を行う建築物で構造上

やむを得ないものとして次の各号の

いずれにも該当するものであって、

市長が計画地区における土地利用の

状況等に照らして、健全な都市環境

を害するおそれがないと認めて許可

したものの高さは、第１項の規定に

かかわらず、その許可の範囲内にお

いて、同項の規定による限度を超え

るものとすることができる。 

(1) 建築基準法施行規則（昭和25年
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建設省令第 40号）第 10条の４の９

第１項各号に掲げる工事を行うも

ので、その目的を達成するために

必要な最小限度のもの 

(2) 前号の工事によりその高さが第

１項の規定による限度を超えるも

の 

７  第 18条第２項の規定は、前項の規

定による許可について準用する。 

 

（既存の建築物に対する制限の緩

和） 

（既存の建築物に対する制限の緩

和） 

第 31条  ［略］  第 31条  ［略］  

２  法第３条第２項の規定により第23

条第１項の規定の適用を受けない建

築物について、法第 86条の７第１項

の 規 定 に よ り 令 第 137条 の ８ で 定 め

る範囲内において増築又は改築をす

る場合においては、法第３条第３項

第３号及び第４号の規定にかかわら

ず、第 23条第１項の規定は、適用し

な い 。 こ の 場 合 に お い て 、 令 第 137

条の８第２号の規定については、同

号中「基準時」とあるのは、「基準

時（法第３条第２項の規定により神

戸市民の住環境等をまもりそだてる

条例第 23条第１項の規定の適用を受

けない建築物について、法第３条第

２項の規定により引き続き同条例第

２  法第３条第２項の規定により第23

条第１項の規定の適用を受けない建

築物について、法第 86条の７第１項

の 規 定 に よ り 令 第 137条 の ８ で 定 め

る範囲内において増築又は改築をす

る場合においては、法第３条第３項

第３号及び第４号の規定にかかわら

ず、第 23条第１項の規定は、適用し

な い 。 こ の 場 合 に お い て 、 令 第 137

条の８第２号の規定については、同

号中「基準時」とあるのは、「基準

時（法第３条第２項の規定により神

戸市民の住環境等をまもりそだてる

条例第 23条第１項の規定の適用を受

けない建築物について、法第３条第

２項の規定により引き続き条例第 23
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23条第１項の規定（それらの規定が

改正された場合においては改正前の

規定を含む。）の適用を受けない期

間の始期をいう。）」と読み替えて

適用するものとする。 

条第１項の規定（それらの規定が改

正された場合においては改正前の規

定を含む。）の適用を受けない期間

の始期をいう。）」と読み替えて適

用するものとする。 

３  ［略］  ３  ［略］ 

４  法第３条第２項の規定により第22

条第１項、第 23条第１項若しくは第

２ 項 、 第 24条 第 １ 項 、 第 26条 第 １

項、第 27条第１項又は第 27条の２の

規定の適用を受けない建築物につい

て、大規模の修繕又は大規模の模様

替をする場合においては、法第３条

第３項第３号及び第４号の規定にか

かわらず、これらの規定は、適用し

ない。ただし、次の各号に掲げる場

合における当該各号に定める規定の

適用については、この限りでない。 

(1) ［略］ 

(2) 次のア又はイに掲げる区域にお

いて大規模の修繕又は大規模の模

様替を行う場合 第 27条第１項 

ア  別表第２ (61)の項の須磨北町

地区地区整備計画区域（計画地

区の区分が沿道サービス地区Ａ

である区域の部分に限る。） 

イ  別表第２ (71)の項の深江駅南

地区地区整備計画区域（計画地

４  法第３条第２項の規定により第22

条第１項、第23条第１項若しくは第

２ 項 、 第 2 4条 第 １ 項 、 第 2 6条 第 １

項、第 27条第１項又は第 27条の２の

規定の適用を受けない建築物につい

て、大規模の修繕又は大規模の模様

替をする場合においては、法第３条

第３項第３号及び第４号の規定にか

かわらず、これらの規定は、適用し

ない。ただし、次の各号に掲げる場

合における当該各号に定める規定の

適用については、この限りでない。 

(1) ［略］ 

(2) 次のア又はイに掲げる区域にお

いて大規模の修繕又は大規模の模

様替を行う場合 第 27条第１項  

ア  別表第２ (62)の項の須磨北町

地区地区整備計画区域（計画地

区の区分が沿道サービス地区Ａ

である区域の部分に限る。） 

イ  別表第２ (72)の項の深江駅南

地区地区整備計画区域（計画地
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区の区分が住宅地区Ｂ及び住宅

地 区 Ｃ で あ る 区 域 の 部 分 に 限

る。） 

区の区分が住宅地区Ｂ及び住宅

地 区 Ｃ で あ る 区 域 の 部 分 に 限

る。） 

（罰則）  （罰則）  

第 40条  次の各号のいずれかに該当す

る 者 は 、 50万 円 以 下 の 罰 金 に 処 す

る。  

(1) 第 18条第 1項、 第 18条の３ 第１

項、第 18条の５第１ 項若しくは第

２項、第 18条の６第１項、第 18条

の７、第 22条第１項又は第 25条第

１項の規定に違反した場合におけ

る当該建築物の建築主（建築物を

建築した後において、当該建築物

の敷地を分割したことにより第 25

条 第 1項 の 規 定 に 違 反 し た 場 合 に

おいては、当該敷地の所有者、管

理者または占有者） 

第 40条  次の各号のいずれかに該当す

る 者 は 、 50万 円 以 下 の 罰 金 に 処 す

る。 

(1) 第 18条 第 1項 、 第 18条 の ３ 第 １

項、第 18条の５第１項若しくは第

２項、第 22条第１項又は第 25条第

１項の規定に違反した場合におけ

る当該建築物の建築主（建築物を

建築した後において、当該建築物

の敷地を分割したことにより第 25

条 第 1項 の 規 定 に 違 反 し た 場 合 に

おいては、当該敷地の所有者、管

理者または占有者） 

(2)  第 19条の４第１項若しくは第２

項 、 第 23条 第 １ 項 若 し く は 第 ２

項 、 第 24条 第 １ 項 、 第 26条 第 １

項、第 27条第１項若しくは第２項

又は第 27条の２の規定に違反した

場合における当該建築物の設計者

（設計図書を用いないで工事を施

工し、又は設計図書に従わないで

工事を施工した場合においては、

当該建築物の工事施工者） 

(2)  第 19条の２第１項若しくは第２

項 、 第 23条 第 １ 項 若 し く は 第 ２

項 、 第 24条 第 １ 項 、 第 26条 第 １

項、第 27条第１項若しくは第２項

又は第 27条の２の規定に違反した

場合における当該建築物の設計者

（設計図書を用いないで工事を施

工し、又は設計図書に従わないで

工事を施工した場合においては、

当該建築物の工事施工者） 
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(3) ［略］  (3) ［略］  

２、３ ［略］  ２、３ ［略］  

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及び

第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線又は

太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）につ

いては、次のとおりとする。 

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改正

部分を当該改正後部分に改める。 

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 
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改正後 改正前 

別表第２（第22条―第27条の２、第29条関係） 別表第２（第22条―第27条の２、第29条関係） 

(1) 地区計画の区域内の制限 (1) 地区計画の区域内の制限 

  計画区域 (ア) (イ ) 

計画地区

の区分 

制限 

制限の種類 制限の内容 

［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ 

(71) 

 

深江駅南

地区地区

整備計画

区域 

［略］ ［略］ ［略］ 

住 宅 地 区

Ｂ 

［略］ ［略］ 

建築物の高

さの最高限

度 

18メートル。ただし、次の(1)の基準を

適用するときは、この限りでない。 

(1) 建築物等の高さの最高限度の規定

を含む地区整備計画が定 めら れた神

戸国際港都建設計画深江 駅南 地区地

区計画の決定に係る告示 の際 、現に

存する建築物又は現に建 築の 工事中

の建築物のうち、高さが 18メートル

を超える建築物（以下(71)の項（住

宅地区Ｂに係る部分に限 る。）にお

いて「規定超建築物」と いう。）の

存する敷地において、次 に掲げる要

件に該当するとあらかじ め市長が認

める建築物の建築、大規 模の修繕又

は大規模の模様替をしよ うとする場

合においては、当該規定 超建築物の

高さとする。 

ア～ウ ［略］ 

(2) ［略］ 

  計画区域 (ア) (イ ) 

計画地区

の区分 

制限 

制限の種類 制限の内容 

［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ 

(71) 

 

深江駅南

地区地区

整備計画

区域 

［略］ ［略］ ［略］ 

住 宅 地 区

Ｂ 

［略］ ［略］ 

建築物の高

さの最高限

度 

18メートル。ただし、次の(1)の基準を

適用するときは、この限りでない。 

(1) 建築物等の高さの最高限度の規定

を含 む地区整備 計画が定 められた神

戸国 際港都建設 計画深江 駅南地区地

区計 画の決定に 係る告示 の際、現に

存す る建築物又 は現に建 築の工事中

の建築物のうち、高さが 18メートル

を超える建築物（以下 (72)の項（住

宅地区Ｂ に係 る部分に限 る。）にお

いて「規 定超 建築物」と いう。）の

存する敷 地に おいて、次 に掲げる要

件に該当 する とあらかじ め市長が認

める建築 物の 建築、大規 模の修繕又

は大規模 の模 様替をしよ うとする場

合におい ては 、当該規定 超建築物の

高さとする。 

ア～ウ ［略］ 

(2) ［略］ 
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住 宅 地 区

Ｃ

［略］ ［略］

建築物の高

さの最高限

度 

18メートル。ただし、次の(1)の基準を

適用するときは、この限りでない。 

(1) 建築物等の高さの最高限度の規定

を含む地区整備計画が定 めら れた神

戸国際港都建設計画深江 駅南 地区地

区計画の決定に係る告示 の際 、現に

存する建築物又は現に建 築の 工事中

の建築物のうち、高さが 18メートル

を超える建築物（以下(71)の項（住

宅地区Ｃに係る部分に限 る。）にお

いて「規定超建築物」と いう。）の

存する敷地において、次 に掲げる要

件に該当するとあらかじ め市長が認

める建築物の建築、大規 模の修繕又

は大規模の模様替をしよ うとする場

合においては、当該規定 超建築物の

高さとする。 

ア～ウ ［略］ 

(2) ［略］

［略］ ［略］ ［略］

［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］

(85) 大倉山公

園西・高

度医療地

区地区整

備計画区

域

全域 ［略］ ［略］

建築物の高

さの最高限

度 

次の (1)又は (2)に掲げる建築物の各部

分から前面道路の 反対側の境界線又は

隣地境界線までの 真北方向の水平距離

の範囲 に応じ、そ れぞれ (1)又は (2)に

定める高さ 

住 宅 地 区

Ｃ

［略］ ［略］

建築物の高

さの最高限

度 

18メートル。ただし、次の(1)の基準を

適用するときは、この限りでない。 

(1) 建築物等の高さの最高限度の規定

を含 む地区整備 計画が定 められた神

戸国 際港都建設 計画深江 駅南地区地

区計 画の決定に 係る告示 の際、現に

存す る建築物又 は現に建 築の工事中

の建築物のうち、高さが 18メートル

を超える建築物（以下 (72)の項（住

宅地区Ｃ に係 る部分に限 る。）にお

いて「規 定超 建築物」と いう。）の

存する敷 地に おいて、次 に掲げる要

件に該当 する とあらかじ め市長が認

める建築 物の 建築、大規 模の修繕又

は大規模 の模 様替をしよ うとする場

合におい ては 、当該規定 超建築物の

高さとする。 

ア～ウ ［略］ 

(2) ［略］

［略］ ［略］ ［略］

［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］

(85) 大倉山公

園西・高

度医療地

区地区整

備計画区

域

全域 ［略］ ［略］

建築物の高

さの最高限

度 

建築物の各部分の高さは、次の(1)又は

(2)に掲げる当該部分から前面道路の反

対側の 境界 線又は 隣地境界線まで の真

北方向 の水 平距離 の範囲に応じ、 それ

ぞれ (1)又は (2)に定め る高さ以下 とす
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(1)、 (2) ［略］

［略］ ［略］

［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］

ること。

(1)、 (2) ［略］

［略］ ［略］

［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］

備考 ［略］ 備考 ［略］

(2) ［略］ (2) ［略］
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 附  則

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条第３項の改正規定は、令

和５年10月１日から施行する。 

理     由

 都市計画の決定に伴い、特別用途地区の区域内において建築物の制限をする等

に当たり、条例を改正する必要があるため。 
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